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伊賀市都市計画道路 南平野木興線
建設促進期成同盟会 設立総会

設 立 趣 意 書

都市計画道路南平野木興線は、木興町から西明寺までの延長３,９６０ｍを昭和

３０年６月１日に都市計画決定され、そのうち５０５ｍが末改良状況である。

平成2年10月19日、恵美須町から東日南町間で大規模火災が発生し、５戸が焼け

出された。東日南町の狭隘な道路が消火の妨げとなり、延焼を招いた。その反省か

ら平成８年１２月に、恵美須町交差点から愛宕町通りまでの整備が進められた。そ

のまま整備が継続して進められるものと思っていましたが、恵美須神社の社域のみ

が整備されただけで現在に至っている。

上野愛宕町の裏通りから上野鉄砲町、上野万町は街中狭隘な道路ばかりで、現状

として火災などが発生した際や、緊急車両の通行にも支障をきたしている状況であ

る。

また、発生が懸念される大規模地震などの際には、倒壊家屋などで道路が寸断さ

れ、その後の救助活動などに大きな支障を及ぼしかねない恐れもある。

この計画道路を整備することで、地域周辺の交通の流れが良くなることはもとよ

り、防災面、救急、火災等の緊急面で大きく改善されることになる。市内の緑ヶ丘

住居地区から基幹道路である銀座通りと国道３６８号（４２２号）が直結され、市

内経済、文化にも大きな影響をもたらすことが予測される。さらには、この計画路

線を伊賀市単独事業から三重県の事業に昇格願い、東西の基幹道路として活用する

ことが望まれる。

このように有益性に優れているにも関わらず、計画決定からすでに６０年以上が

経過し、いまだに事業の進捗が図られていないことから、地域住民の切なる願いを

行政に訴えかけ、さらには地域としてその事業を支援し、一日も早い完成、供用に

向けた活動を行っていくため［伊賀市都市計画道路南平野木興線建設促進期成同盟

会］を新たに設立するものである。

平成30年10月16日
伊賀市都市計画道路

南平野木興線建設促進期成同盟会
上野南部地区住民自治協議会
久米住民自治協議会
八幡町地区住民自治協議会 役員の選任

会 長 小 丸 勍 司（上野南部地区住民自治協議会）

副会長 前 川 輝 昭（久米住民自治協議会）

副会長 東 平 和 己（八幡町地区住民自治協議会）

顧 問 川 崎 二 郎（衆議院議員）
顧 問 中 川 正 春（衆議院議員）
顧 問 木 津 直 樹（三重県議会議員）
顧 問 稲 森 稔 尚（三重県議会議員）
顧 問 信 田 利 樹（伊賀市議会議員）

事 業 計 画

本会の目的である伊賀市都市計画道路
南平野木興線の早期完成を目指し、
地域社会の安全と発展向上を図るため、
上野南部地区、久米地区、八幡町地区が
一体となり下記の事業に取り組む。

（１）事業推進についての関係機関等へ
の陳情、要望活動

（２）関係地区住民への情報提供活動
（３）その他本会の目的達成のため必要

な活動

要 望 書
平成３０年１０月１６日

伊賀市長
岡 本 栄 様

要望者
伊賀市都市計画道路

南平野木興線建設促進期成同盟会
会 長 小 丸 勍 司 ㊞

伊賀市都市計画道路 南平野木興線建設促進について（要望）

（要望の理由）

都市計画道路南平野木興線は、木興町から西明寺までの延長３,９６０ｍを昭和

３０年６月１日に都市計画決定され、そのうち５０５ｍが末改良の状況である。

平成2年10月19日、恵美須町から東日南町間で大規模火災が発生し、５戸が

焼け出された。東日南町の狭隘な道路が消火の妨げとなり、延焼を招いた。

その反省から平成８年１２月に、恵美須町交差点から愛宕町通りまでの整備が

進められた。上野愛宕町の裏通りから上野鉄砲町、上野万町は狭隘な道路ばかりで、

現状として火災などが発生した際や、緊急車両の通行にも支障をきたしている状況

である。また、発生が懸念される大規模地震などの際には、倒壊家屋などで道路が

寸断され、その後の救助活動などに大きな支障を及ぼしかねない恐れもある。

この計画道路を整備することで、地域周辺の交通の流れが良くなることはもとよ

り、防災面、救急、火災等の緊急面で大きく改善されることになる。市内の緑ヶ丘

住居地区から基幹道路で ある銀座通りと国道３６８号（４２２号）が直結され、

市内東西間の経済、文化にも大きなインパクトが予測されます。

願わくは、この計画路線を伊賀市単独事業から三重県の事業に昇格願い、東西の

基幹道路として活用することが望まれます。このように有益性に優れているにも関

わらず、計画決定から既に６０年以上が経過し、いまだに事業の完成が図られてい

ないことから、地域住民の切なる願いを行政に訴えかけ、さらには地域としてその

事業を支援し、一日も早い完成、供用に向けたご努力を要望します。

請 願 書
平成３０年１０月１６日

伊賀市議会

議長 岩 田 佐 俊 様

請願者

住 所 伊賀市上野桑町１４１２番地

団体名 伊賀市都市計画道路

南平野木興線建設促進期成同盟会

代表者 会 長 小 丸 勍 司 ㊞

（件名）

伊賀市都市計画道路 南平野木興線建設促進について

（要旨）

都市計画決定がなされて６０年が経過した。

未改良部分の早期完成を請願する

（理由）

都市計画道路南平野木興線は、木興町から西明寺までの延長３,９６０ｍを昭和３０

年６月１日に都市計画決定され、そのうち５０５ｍが末改良の状況である。

上野愛宕町の裏通りから上野鉄砲町、上野万町は狭隘な道路ばかりで、幾度となく

火災が発生し、また緊急車両の通行にも支障をきたしている状況である。市内の緑ヶ

丘住居地区から基幹道路である銀座通りと国道３６８号（４２２号）が直結されるこ

とにより、市内東西間の経済、文化にも大きなインパクトをもたらすことは明白で

ある。

願わくは、この計画路線を伊賀市単独事業から三重県の事業に昇格願い東西の基幹

道路として活用することが望まれる。

このように有益性に優れているにも関わらず、計画決定からすで６０年以上が経過し、

いまだに事業の完成が図られていないことから、地域住民の切なる願いを行政に訴え

かけ、さらには地域としてその事業を支援し、一日も早い完成、供用に向けた活動に

伊賀市議会としても努力願いたい。

地方自治法第１２４条の規定により、上記のとおり請願書を提出します。

紹介議員 信 田 利 樹 ㊞

上野南部地区住民自治協議会 久米住民自治協議会
会 長 小丸 勍司 会 長 前川 輝昭
副会長 山本 寛 副会長 福澤 健夫
副会長 馬場 幸雄 事務局長 山崎 和憲
事務局長 大谷 泰紀 木興町自治会副会長 山中 治紀

万町自治会長 森田 文彦
東忍町自治会長 大窪 成一 八幡町地区住民自治協議会
東日南町自治長 森崎 喜代一 会 長 東平 和己
西日南町自治会長 中森 秀治 副会長 松尾 明彦
鉄砲町自治会長 神野 桂一 事務局長 北村 夕美
池町自治会長 角田 克巳
愛宕町自治会長 池澤 良武
西忍町自治会長 内田 和夫

伊賀市都市計画道路 南平野木興線促進期成同盟会会員名簿


